
                             令和８年３月１２日 

千葉市からの事務連絡事項 

【幼保運営課】  
担当 

１ 令和７年度 キッズ・ガード雇用等支援事業補助金の実績報告 

について【資料なし】 

  ２月２５日（水）にメールにて書類提出の依頼をしております。 

内容をご確認いただき、以下の提出期限までに必ずデータの提出 

をお願いいたします。 

 

＜提出期限＞ 

令和８年３月２４日（火）データにて提出 

 

＜対象＞  

交付申請済みの園（園庭のない民間保育園、小規模保育事業所、

事業所内保育事業所および家庭的保育事業所） 

 

[助成第二班] 

由良・豊巻 

TEL:043-245-5735 

 

 

２ 給付費・委託費関係書類の送付先住所に変更がある場合について 

【資料なし】 

毎月お送りしている給付費・委託費関係書類の送付先住所に変更が 

ある場合は随時、助成第二班給付担当までご連絡ください。 

なお、令和８年度４月分給付費関係書類の発送日は３月３０日

（月）、令和７年度給付費年間精算に係る書類は４月中旬頃に発送 

予定です。 

 

＜対象＞ 

全園 

 

[助成第二班] 

角田・隅野 

TEL:043-245-5735 

 

 

 

３ 給付費・委託費関係書類の支払い先口座に変更がある場合 

について【資料なし】 

毎月お支払いしている給付費・委託費の支払い口座及び請求書記載

の代表者氏名や住所に変更がある場合は、助成第二班までご連絡くだ

さい。千葉市債権者登録のお手続きについてご案内させていただきま

す。 

 

＜対象＞ 

全園 

 

[助成第二班] 

角田・隅野 

TEL:043-245-5735 

 

 

４ 令和７年度 給付費（委託費）に係る加算実績報告書の提出 

について【資料なし】 

  ３月４日（水）にメールにてデータ提出の依頼をしております。 

内容をご確認いただき、以下の提出期限までに必ずデータの提出を

お願いいたします。 

 

＜提出期限＞ 

 令和８年３月１３日（金）データにて提出 

 

＜対象＞ 

 全園 

 

[助成第二班] 

角田・隅野 

TEL:043-245-5735 

 



５ 令和７年度 延長保育補助金の実績報告について【資料なし】 

  ２月２０日（金）にメールにて実績報告書提出の依頼をしておりま

す。 

内容をご確認いただき、以下の提出期限までに必ずデータでの提出

をお願いいたします。 

 

＜提出期限＞ 

 令和８年３月１７日（火）データにて提出 

 

＜対象＞ 

 保育園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所 

 

 なお、Ｒ８当初交付申請については、３月下旬にメールにて依頼をさ

せていただき、５月末が提出期限となる予定ですので、予めご承知おき

ください。 

 

[助成第一班] 

髙木 

TEL:043-245-5729 

 

６ 千葉市地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援金の 

給付申請について【資料なし】 

  ２月２５日（水）にメールにて申請書提出の依頼をしております。 

内容をご確認いただき、申請される場合は、以下の提出期限までに

データでの提出をお願いいたします。 

 

＜提出期限＞ 

 令和８年４月３日（金）データにて提出 

 

＜対象＞ 

 保育園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所 

 

［助成第１班］ 

髙木 

TEL:043-245-5729 

 

７ 令和７年度 保育士等給与改善事業補助金の実績報告について 

【資料なし】 

  ３月２日（月）にメールにてデータ提出の依頼をしております。 

内容をご確認いただき、以下の提出期限までに必ず提出をお願いい

たします。 

 

＜提出期限＞ 

 令和８年３月１３日（金）データにて提出 

 

＜対象＞  

保育園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、

家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所 

 

［助成第１班］ 

中田・本藤 

TEL:043-245-5729 

 

８ 令和７年度 保育士等宿舎借上げ支援事業補補助金の実績報告に

ついて 

【資料なし】 

  ３月５日（木）にメールにてデータ提出の依頼をしております。 

内容をご確認いただき、以下の提出期限までに必ず提出をお願いい

たします。 

 

＜提出期限＞ 

 令和８年３月１６日（月）データにて提出 

 

［助成第１班］ 

中田 

TEL:043-245-5729 

 



＜対象＞  

保育園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、

家庭的保育事業所、認可外保育施設 

 

８ 令和８年度以降の休日保育利用連絡票・運用方法の変更について 

【資料なし】 

  休日保育利用連絡票について、各園の入力の手間や入力ミスを減ら

すことなどを目的に、現在、様式及び運用方法の変更を検討中です。

変更内容が決定しましたら、メールにて新様式の利用連絡票と運用方

法の資料をお送りする予定です。 

 

＜対象＞ 

休日保育実施園、休日保育利用児童が在籍する園 

 

［助成第１班］ 

本藤 

TEL:043-245-5729 

 

 

 

 


